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(ブログ QRコード ) 

第 64回伊賀地区駅伝競走大会開催要項  
 

１  趣  旨  

 スポーツ活動を通じて、体力づくりの推進を図り、健康で明るい地域社会づくりと

青少年の健全育成に努める。  

 

２  主  催  

 伊賀地区駅伝競走大会実行委員会  

 （伊賀市スポーツ推進委員協議会・伊賀市陸上競技協会・伊賀市中学校体育連盟・  

  伊賀市）  

 

３  後  援（予定）  

 毎日新聞社  スポーツニッポン新聞社  株式会社安永  三重中央開発株式会社  

 旭ダイヤモンド工業株式会社  DMG森精機株式会社  

 公益財団法人伊賀市文化都市協会  伊賀上野ケーブルテレビ株式会社  

 株式会社アドバンスコープ  伊賀市教育委員会  伊賀市スポーツ協会  

 名張市スポーツ協会  伊賀・山城南・東大和定住自立圏推進協議会  

 

４  協  力  

 一般社団法人ゆめが丘地区住民自治協議会  

 

５  期  日  

令和６年１月２８日（日）（雨天決行）  

 ※荒天の場合や走路の安全が確保されない場合は大会中止とし、参加料は返金し  

  ない。  

  ※判断は、当日午前６時００分に大会本部で決定する。  

  ＜確認先＞大会公式ブログ  http://igaekiden.iga-log.com/    

 

６  スケジュール  

 【 開 会 式 】 

受付：午前８時００分～  開始：午前８時３０分～  

場所：ゆめぽりすセンター駐車場  

    ※監督、１区選手、１区付添い者のみで行う。  

    ※雨天時はゆめぽりすセンター２階大会議室でチーム代表者１名のみで行う。  

 

【スタート】 

時間：午前１０時００分（各部門共通）  

 場所：伊賀市教職員住宅前  

 

【 閉 会 式 】 

集合：午後０時０５分 開始：午後０時３０分～  

場所：ゆめぽりすセンター駐車場  

 ※監督、全選手で行う。  

※雨天時はゆめぽりすセンター２階大会議室でチーム代表者２名のみで行う。  

※閉会式前（午後０時０５分～）にお楽しみ抽選会を行う。  

http://igaekiden.iga-log.com/
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７  コース  

 ５区間  15.1km 

（伊賀市教職員住宅前～伊賀森林組合～伊賀市上下水道部～伊賀市教職員住宅前）  

 

８  受付（時間・場所）  

監督・１区選手・１区付添者（開会式出席者）  

時間：午前８時００分～午前８時３０分  

場所：ゆめぽりすセンター駐車場  

 ２区～５区選手・付添者 

時間：午前８時４５分～午前９時３０分  

場所：２区・４区  伊賀森林組合駐車場  

３区・５区  伊賀市上下水道部  

 

９  点  呼（各部門共通）  

 第１点呼  「８受付」をもって第一点呼とする。  

最終点呼  「 10区間」の表とおり。  

※最終点呼は各区間ランナーの起点場所で行う。  

※点呼を受けなかった場合は失格となる。  

 

10 区  間  

５区間（ 15.1km）  

区間  起  点  中継所  区間距離  最終点呼  

１区  伊賀市教職員住宅前  伊賀森林組合駐車場  2.8ｋｍ  9： 45 

２区  伊賀森林組合駐車場  伊賀市上下水道部  3.4ｋｍ  9： 55 

３区  伊賀市上下水道部  伊賀森林組合駐車場  3.7ｋｍ  10： 05 

４区  伊賀森林組合駐車場  伊賀市上下水道部  3.4ｋｍ  10： 15 

５区  伊賀市上下水道部  伊賀市教職員住宅前  1.8ｋｍ  10： 25 

総距離  15.1ｋｍ  

 

11 種  別  

 ①男 子 の 部 

 ②女 子 の 部 

 ③オープンの部  

 

12 表彰規定  

（１）団体は、各部門とも原則【第８位】までを表彰する。  

 （※参加チームが８チーム以下の場合は【第３位】まで表彰する。）  

 

（２）各部門とも、各区間【１位】を区間賞として表彰する。  

 

（３）前回大会で出場１０回・２０回・３０回・４０回・５０回を達成された出場者  

   を永年出場者として表彰する。  

   （※既表彰者は除く。第４８回大会は回数に含まない。）  
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13 参加資格  

①男 子 の 部   伊賀地区に在住、または、通勤・通学する中学生以上の男子で構  

          成したチームとする。  

         なお、女子を選手に１名のみ充てることができる。  

 

②女 子 の 部  伊賀地区に在住、または、通勤・通学する中学生以上の女子のみ  

        で構成したチームとする。  

 

③オープンの部  伊賀地区に在住、または、通勤・通学する中学生以上の者を１名

以上含み構成したチームとする。  

        但し、伊賀・山城南・東大和定住自立圏内【笠置町・南山城村・

山添村】は、各町村に在住する中学生以上の者のみで構成したチ

ームでも出場可能とする。  

        なお、男女は問わない。  

 

※伊賀地区とは、伊賀市・名張市を指す。  

※①②では、伊賀地区出身であっても、伊賀地区外に在住し、伊賀地区外の学校、

会社に通学、通勤する者の出場は認めない。  

※全ての部において高校生、専門学生、大学生は各チーム１名のみ参加を認め、５

区でのみ登録可能とする。  

※全ての部において中学生は何名でも出場可能とする。なお、中学生のみで参加を  

 する場合は、同伴者（成人以上の者※高校生は不可）を３名以上登録すること。  

※サブの選手は３名まで登録可能とする。大会当日は混雑緩和のため、チーム内で

各中継所につき１名の付添い者の立ち入りを認める。登録の無い者のスタート・

ゴール地点及び中継所への立ち入りを許可しない。（応援者等の立入禁止）  

 

14 参加料  

 １チームにつき１０，０００円  

 但し、選手が中学生のみの場合は１チームにつき５，０００円  

 

15 参加申込  

【申込期間】  

令和５年１１月１日（水）から１２月８日（金）午後５時まで  

【申込方法】  

・所定の参加申込書・チーム紹介・チーム写真・永年出場者表彰候補推薦書を全

てデータ（ PDF不可）で、下記メールアドレスへ送付すること。  

〈データ送付メールアドレス〉  

  sports@city.iga.lg.jp 

・参加料は、下記振込口座へ振り込みで支払うこと。  

〈参加料振込口座〉  

  百五銀行  上野支店  （普）６６２７１９  

  口座名義  伊賀地区駅伝競走大会実行委員会  

※期限以降は受付をしないので、申込み期限を厳守すること。  

※申込書は市ホームページ掲載のものをダウンロードして使用すること。  

  ※申込書の差し替えは、令和６年１月１６日（火）の監督者会議の場まで認める。  

  ※参加料は必ず参加チーム名で振込むこと。  

mailto:sports@city.iga.lg.jp
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  ※参加料振込手数料はチームで負担すること。  

※荒天による中止の場合は、参加賞を渡し参加料は返金しない。  

 

16 選手変更  

 監督者会議以降の選手変更は、原則として認めない。  

但し、やむを得ない病気や怪我等で選手が出場できなくなった場合のみ、ＳＵＢの

選手から補充できる。その場合は、大会当日の午前８時１５分までに選手変更届を

監督者が受付に提出すること。  

 

17 競技規則  

（１）監督者１名、選手５名以上８名以内、係員をもって構成し登録（申し込み）す  

   ること。  

    ※監督者は選手を兼ねることができる。  

    ※監督者、係員は必ず成人以上の者（※高校生は不可）とする。  

    ※選手が中学生のみの場合は、同伴者を３名以上登録すること。（同伴者は  

     成人以上の者（高校生は不可）で、監督・係員を兼ねることができる。）  

 

（２）参加チームのナンバーカードは、主催者で準備する。※返却不要  

 

（３）ナンバーカードは受付順で割り当てる。  

 

(４ ) ナンバーカードの若い順にスタート位置に整列すること。  

 

（５）引き継ぎは、タスキを用いる。タスキは、各チームで準備すること。当日、受  

   付にてタスキの確認を行う。  

 

（６）欠員が出たチームは、欠員が登録していた区の次の区において、最終走者の１

分遅れで発走する。  

 

（７）点呼は、指定場所（スタート地点及び各中継所）で行う。点呼を受けなかった  

   者は失格とし、走行することはできない。なお、各区で１名でも点呼を受けな  

   かったチームは失格とし、個人の記録のみを扱う。（審判長の判定による。）  

   失格者の次の区は、（６）と同様に最終走者の１分遅れで発走する。  

 

(８ ) 繰り上げ発走はしない。（ただし、運営上必要がある場合は、競技委員長の判  

   断で繰り上げ発走を行う。）  

 

（９）選手は、左側走行を厳守すること。但し、状況により警察官・審判員・交通整  

   理員等の指示に従うこと。  

 

（ 10）参加資格及び競技中の不正行為（伴走・不正登録・走行指示違反）等をしたチ  

   ームは失格とする。（審判長の判定による。）  

 

（ 11）各区間の選手及び付き添いの配置及び引き上げ輸送は行わない。  

   ※バス輸送が無いため、全ての参加者は各自で移動すること。  
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（ 12）途中事故あるときは、走路上で救急車を待つ。事故発生チームの次走者の取り  

   扱いについては、レース可能な場合、最終走者の１分遅れで発走する。  

 

18 監督者会議  

 令和６年１月１６日（火）午後７時より、ゆめぽりすセンター２階大会議室にて行

う。参加チームの監督は、必ず参加すること。  

※監督が参加できないときは、必ず代理者を出席させること。欠席の場合は、参

加を認めない。なお、監督者会議にてナンバーカードを配布する。  

 

19 参加者の傷害  

競技中の傷害は、応急処置のみ主催者において行うが、その後の責任は負わない。

なお、主催者が傷害保険に加入し、その範囲において対応する。  

 

20 健康診断の実施  

参加選手は、事前に健康診断を受ける等、自己の責任において健康管理に万全を期

すること。  

 

21 係員（交通整理等）  

走路の安全を期するため、出場チームより必ず各１名の係員を出すこと。  

配置や役割は実行委員会で割り当て、監督者会議で資料を配布する。  

（但し、選手は兼ねられない。高校生以下は充てることができない。）  

 

22 その他  

（１）競技中は、チーム関係車両（応援）のコース乗り入れ及び中継点付近への駐車  

   をしないこと。  

 

（２）要項以外の詳細については、監督者会議において決定する。  

 

（３）事前練習は、できるだけコース道路では行わないこと。やむを得ず道路を使用  

   する場合は、交通安全に十分留意すること。特に夜間に及ぶ場合は、蛍光タス  

   キ等を着用し事故防止に万全を期すること。  

 

（４）スタート・ゴール地点及び中継所への立ち入りは監督者会議で渡すナンバーカ  

   ードの装着を必須とする。紛失があった場合は立ち入りを認めない。  

 

（５）駐車場は、監督者会議の際に配布する資料の駐車場を使用し、コースや中継所  

   周辺の路上駐車は絶対にしないこと。なお、車両を少なくするため、各チーム  

   で乗り合わせる等の配慮をすること。  

 

（６）ゆめぽりすセンター内の指定更衣室（下記表）は、当日午前７時３０分から午  

   後０時００分まで使用することができる。但し、荷物を置いておくことは禁止  

   とする。盗難・紛失等については主催者側では一切責任を負いません。  
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更衣室の場所  

区分  指定場所  

男子 
ゆめぽりすセンター１階 西１・２・３会議室  

ゆめぽりすセンター１階  情報・交流スペース 

女子  ゆめぽりすセンター１階  会議室  

 

トイレの場所  

中継所等  トイレの場所  

伊賀市教職員住宅前（スタート・ゴール） ゆめぽりすセンター内トイレ  

伊賀森林組合中継所  南公園内トイレ  

伊賀市上下水道部中継所  中継所内トイレ  

 


